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 北九州市契約規則の一部を改正する規則をここに公布する。 
  令和８年２月１７日 

北九州市長 武 内 和 久   
北九州市規則第３号 
   北九州市契約規則の一部を改正する規則 
 北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号）の一部を次のように

改正する。 
 第２２条第１項中「５日」を「１０日」に改める。 
 第２４条第１項第１号中「１００万円」を「２００万円」に改め、同条第２

項中「請書若しくは請書に記載すべき内容を記録した電磁的記録又は見積書」

を「契約書等に準ずるものとして市長が別に定めるもの」に、「その他」を「

その他の」に改める。 
   付 則 

（施行期日） 
１ この規則は、公布の日から施行する。 
 （経過措置） 
２ 改正後の第２２条及び第２４条の規定は、この規則の施行の日以後に行わ

れる落札者の決定又は随意契約の相手方の決定（以下「契約者の決定」とい

う。）に係る契約について適用し、同日前に行われた契約者の決定に係る契

約については、なお従前の例による。 
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